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小牧市立学校運動場照明施設使用料条例の一部を改正する条

例  
 

小牧市立学校運動場照明施設使用料条例（平成８年小牧市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。  
 題名を次のように改める。  

小牧市立学校体育施設使用料条例  
 第１条中「運動場の照明施設を利用に供する」を「施設（運動場の照明

設備及び体育館の空調設備をいう。）を利用する」に改める。  
別表を次のように改める。  

別表（第２条関係）  
施設  使用料（単位 円）  

運動場の照明設備  小牧市立小牧西中学校  １ ,１００  
 小牧市立桃陵中学校   
体育館の空調設備  小牧市立小学校  ２００  
 小牧市立中学校  ３００  
備考 使用料は３０分を単位とし、１日当たりの使用時間に３０分未満

の端数が生じたときは、当該端数が１５分未満の場合はこれを切り捨

てるものとし、１５分以上の場合はこれを３０分に切り上げるものと

する。  
附 則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  


